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令和８年度 青少年育成府中町民会議総会次第 

 

１ 開会宣言 

２ 会長挨拶 

３ 青少年育成府中町民会議表彰式 

４ 祝辞 

５ 議長選出 

６ 議事 

１） 令和７年度事業報告 

２） 令和７年度決算報告・監査報告 

３） 令和８年度活動方針（案）   

４） 令和８年度事業計画（案）、予算（案） 

５） 役員の改選について（案） 

７ 議長解任  

８ 顧問・参与  

９ 役員 
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令和８年度 被表彰者名簿 
（青少年育成功労者） 

氏 名 住 所 活 動 内 容 

新屋 貞夫 清水ヶ丘 

10 年以上の長きにわたり府中北小学校の登下校見守り活

動に従事され、児童の安全確保と健全育成に貢献されてい

る。清水ヶ丘町内会においても 6 年間副会長の重責を担い、

豊富な知識と経験をもって地域運営の中心的役割として尽

力された功績は多大である。 

髙山 厚子 鹿籠 

府中町女性会に入会以来、班長・支部長・副会長として活

動を続け、副会長として 10 年目を迎える。女性会活動の

一環である愛の一声運動を府中中央小学校・府中緑ヶ丘中

学校に出向き青少年育成のために見守り活動に取り組んで

いる。また、府中中央小学校で盆踊りの指導を行い伝統文

化の継承と進行に努めているなど、これまで長きにわたり

青少年の健全育成に尽力された功績は多大である。 

土井 江里香 桃山 

青少年育成府中町民会議事業部委員として、あいさつ運動

を継続しており府中南小学校の校門前で通学する児童を見

守っている。今年度で 10 年目となり長い間子どもたちの

成長を見守っていただいている。青少年の健全育成に尽力

された功績は多大である。  

中本 浩司 大通 

広島東警察署の少年補導協助員として、10 年前より府中中

央小学校を毎月巡視している。さらに、小中学校で年に数

回開催される防犯教室等への参加や指導、町内商業施設等

の巡視も行っている。また、地域安全推進委員として、み

くまりで発生した事件以降、文化橋で登校時の見守りを毎

日続けている。府中小学校、府中中学校でＰＴＡ会長を務

めるなど、地域運営に尽力された。 

 （敬称略） 
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（模範活動団体）                     

氏 名 住 所 活 動 内 容 

府中小 
フラワーボラ

ンティア 

本町二丁目 
15 番 2 号 

（府中小学校） 

府中小学校のフラワーボランティアとして、毎月（第 1・2

水曜）活動を 10 年以上継続。正面玄関の花壇を美しく整

え、児童が気持ちよく過ごせる環境をつくるため学校の環

境整備に尽力されている。児童とも協力し一緒に活動する

ことで、１年を通して美しい状態に保たれ、学校全体の雰

囲気づくりに大きく貢献している。 

       （敬称略） 
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令和７年度 事業報告 
（総務部会） 

事業名 期日 場所等 事業内容 

正・副会長会議 随時 くすのきプラザ 総会の結果確認 

R7 年度事業計画について 

町民会議の組織体制について 

理事会 4/16（水） くすのきプラザ 議案 

・総会開催日程について 

・R7 事業方針、計画及び予算について 

審議結果 いずれも承認 

評議委員会 2/5（木） くすのきプラザ 議案 

・R7 活動内容について 

・情報交換 他 

 

総会 6/8（日） 

 

 

 

 

くすのきプラザ 

 

議案 

・R6 事業報告・決算・監査報告 

・R7 活動方針（案）事業計画（案）予算（案） 

役員（案） 

審議結果 いずれも承認 

表彰式 6/8（日） 

 

くすのきプラザ 青少年育成功労者 2名及び育成功労団体 3 団体へ 

記念品等を手交 

こども 110 番の家  

 

 

5/13（火） 

5/29（木） 

6/20（金） 

8/9（土） 

8/30（土） 

 

9～11 月 

 

12/12（金） 

3/1 （日） 

 3/26（木） 

 

 

 

くすのきプラザ 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

 

各小学校区 

 

くすのきプラザ 

   〃 

   〃 

・プレート設置個所 計 389 件 

   新規設置個所 1件 

   廃止設置個所 84 件 

・ボランティア会議 活動の目的、内容 

・担当者会議 子ども 110 番の家の調査方法等 

・子ども 110 番の家事前アンケート封筒発送 

・子ども 110 番の家訪問調査説明会の内容と準備 

・子ども 110 番の家訪問調査説明会 

 （各小学校ＰＴＡ担当者参加） 

・子ども 110 番の家訪問調査 

（各小学校ＰＴＡによる） 

・子ども 110 番の家調査担当者会 

・こども 110 番の家マップ作成 

・こども 110 番の家マップ（全児童配布用） 

 を各小学校へ送付 

総務部会研修会 2/21（土） くすのきプラザ 

 

講師： 渡部 陽一（わたなべ よういち）さん 

演題： 戦場からのメッセージをあなたに  

 ～ファインダー越しに見た命の現場～」 

※府中セミナーとの合同開催 

広報活動   広報ふちゅう・町 HP にて掲載 
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（事業部会） 

事業名 期日 場所等 事業内容 

事業部会役員会 4/16（水） 

5/21（水）  

6/18（水） 

7/ 9（水） 

8/20（水） 

9/17（水） 

10/22（水） 

11/26（水） 

12/11（木） 

1/15（木） 

2/19（木） 

3/19（木） 

くすのきプラザ 

R7 年度事業計画について 

総会資料、夏祭りについて 他 

夏越祭巡視、夏祭りについて 他 

夏越祭巡視、夏祭りについて 他 

家庭の日作文、子どもフェスタについて 他  

家庭の日作文、子どもフェスタ、秋祭り巡視について 他  

家庭の日作文、子どもフェスタについて 他 

家庭の日作文、子どもフェスタについて 他 

家庭の日作文、子どもフェスタについて 他 

家庭の日作文、担当者会議について 他 

家庭の日作文、担当者会議について 他 

R7 事業振り返り、R8 事業計画について 

さわやかあいさつ運動 6/8（日） くすのきプラザ 担当者会議（R7 活動について） 

3/15（日） 府中公民館 担当者会議（R7 活動の振り返り） 

〈実施日〉 

4/17（木） 5/19（月）  6/17(火） 

 7/17（木） 9/17（水）10/17（金）

11/17（月）12/17（水） 1/19（月） 

2/17（火） 3/17（火） 

 

さわやかあいさつ運動の実施 

青少年の日（毎月 17 日）に各学校の正門及びそ

の近辺において登校児童生徒へあいさつを行う 

子ども夏祭り 

 

7/ 13（日） 南公民館 事業内容：工作/からだを動かそう/モルック 

参加児童：54 名 ボランティア（中学生 8 名/  

高校生 24名/事業部会 2名） 

子どもフェスタ 12/ 21（日） くすのきプラザ 事業内容：工作/ミニクリスマスコンサート/ミニ

運動会 

参加児童：29名 ボランティア（中学生 3名/ 

高校生 16名/事業部会 1名） 

子ども会活動調査 2/10～4/30 各子ども会 子ども会有無・次年度子ども会役員等調査依頼 

家庭の日作文 

 

7/ 1（火） 

10/22（水） 

11/26（水） 

2/22（日） 

町内各校 

くすのきプラザ 

くすのきプラザ 

くすのきプラザ 

作文募集チラシ配付依頼 

予備審査会 

本審査会 

表彰式開催及び文集作成 

祭り巡視 7/30（水） 

10/18（土） 

多家神社 

多家神社・鹿籠神

社 

夏祭り巡視 参加者 45 名 

秋祭り巡視 参加者 47 名 

見守り活動 

 

6/8（日） くすのきプラザ 担当者会議（R7 活動について） 

3/15（日） くすのきプラザ 担当者会議（R7 活動の振り返り） 

〈実施日〉 

4/5（土） 5/10（土） 9/6（土） 

11/1（土）  12/6（土）  2/7（土） 

3/7（土） 

各学校区の公園等の子どもたちが遊び場を巡視

（毎月第 1土曜日） 

※雨天・警報及び熱中症アラートにより中止 

（7月、8月、10 月） 
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令和７年度 決算報告 

　予算額（円） 決算額（円） 備　　　　考

415,409 393,654 　前年度繰越金

1,200,000 1,200,000 　補助金（町1,000,000＋県民会議200,000）

1,000 1,854 　預金利息

1,616,409 1,595,508

　予算額（円） 決算額（円） 備　　　　考

会 議 費 5,000 0

消 耗 品 費 60,000 32,011 　コピー用紙・封筒

通 信 費 70,000 51,364 　切手・はがき等

旅 費 10,000 0

会 費 5,330 5,660 　青少年育成広島県民会議年会費・振込手数料（660円）

設 備 修 理 費 20,000 0

小 計 170,330 89,035

総 会 15,000 20,457 　切手・コピー用紙・飲料水

青少年育成府中町民会議表彰
35,000 27,340 　記念品・丸筒

こ ど も 110 番 の 家 100,000 105,008 　切手・はがき・コピー用紙

研 修 会 270,000 270,935 　講師謝礼・振込手数料（935円）

評 議 員 会 6,000 3,410 　切手

小 計 426,000 427,150
あ い さ つ 運 動
見 守 り 活 動 20,000 1,918 　飲料水

町 内巡視（祭 り巡 視） 50,000 11,973 　飲料水

子 ど も 夏 祭 り 120,000 77,525 　材料費・通信費等

子 ど も フ ェ ス タ 120,000 73,982 　材料費・通信費・吹奏楽部楽器運搬代等

家 庭 の 日 作 文 集 450,000 394,028 　募集経費・作文集カラー印刷代・入選者記念品等

子 ど も 会 活 動 調 査 10,000 0

会 議 費 5,000 0

小 計 775,000 559,426

124,389

245,079

1,616,409 1,200,000

収入金額1,595,508円　－　支出及び町返還合計金額1,200,000円　＝　繰越金額395,508円

町補助金返還

予　備　費

合　　計

合　 計

支出の部

項 　　目

　
　
事
　
務
　
局
　
費

事
　
　
　
　
業
　
　
　
　
費

総
務
部
会

事
業
部
会

収入の部

項　  目

繰　越　金

補　助　金

雑　　　入
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令和８年度 活動方針 

 

青少年が、自主性と創造性に富み、人間性豊かにたくましく成長することは、

われわれ町民の心からの願いであり、多くの青少年は明るく伸び伸びと成長し

ている。 
しかしながら、少子高齢化、情報化、国際化等の社会環境の変化から価値観

の多様化や人間関係の希薄化が進み、町内会やＰＴＡなどの子ども達に関わる

団体の活動も変革を迫られている。また、大きな自然災害や国際紛争に係る社

会不安も増大し、青少年を取り巻く環境がますます厳しいものとなっている。 
こうした現状を踏まえ、青少年育成府中町民会議は、関係機関及び関係団体

と連携し、家庭・学校・地域・行政が一体となって「大人が変われば子どもも

変わる」をモットーに、より多くの町民が参加する持続可能な青少年育成活動

に取り組んでいく。 
 
 
 

 重 点 目 標 

 

1 各種団体、特に町内会及びＰＴＡとの連携を見直し、よりよく動く組織づ

くりを行なう。 
  ・総務部会と「こども１１０番の家」の活動の充実 
  ・こども会活動支援 
 
2 青少年育成府中町民会議への理解を深め参加意識を高めるため、活動の周 

知方法を工夫する。 
・町広報誌の活用 
・ＨＰの充実 

 
3 家庭における青少年教育機能を高めるため，個々人がそれぞれの生活姿勢 

を見直す機会を提供し、明るい家庭、健全な社会環境の醸成をめざす。 
・家庭の日作文 

 
4 異年齢や他校の子ども達とも関わりのある体験機会を提供する。 

・子ども夏祭り、子どもフェスタ 
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令和 8 年度事業計画 
 

総務部会 

・ 総会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６月７日（日） 

・ 青少年育成府中町民会議表彰・・・・・・・・・・・６月７日（日） 

・ こども１１０番の家の運営（状況調査、マップの修正と配布） 

・ 研修会 

・ 評議員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１月 

・ 広報活動 （広報誌及び HP による広報） 

 

 

事業部会 

・ さわやかあいさつ運動・見守り活動担当者会議・・・ ６月・３月 

・ 「家庭の日作文」募集・・・・・・・・・・・・・・ ７月 

・ 子ども夏祭り・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７月１９日（日） 

・ 祭り巡視 多家神社夏越祭・・・・・・・・・・・・ ７月３０日（木） 

・ 祭り巡視 多家神社秋祭り、鹿籠神社秋祭り・・・・１０月１７日（土） 

・ 子どもフェスタ・・・・・・・・・・・・・・・・・１２月２０日（日） 

・ 「家庭の日作文」入選作文集発行、入選者表彰式・・ ２月２１日（日） 

・ 町内巡視   

見守り活動 （７月４日・８月１日・９月５日・１０月３日・１１月７日 

１２月５日・２月６日・３月６日・４月３日・５月８日） 

  ※原則第１土曜日 

  ※雨天、各種警報及び熱中症アラート発表時は中止 

・ さわやかあいさつ運動・・・・・・・・・・・・・・毎月１７日（青少年の日） 

（１７日が休日の場合や学校が代休の場合、変更があります） 

・ 子ども会活動調査 
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令和８年度 予 算 

　予算額（円） 備　　　　考

395,508 　前年度繰越金

1,200,000 　補助金（町1,000,000＋県民会議200,000）

1,000 　預金利息

1,596,508

　予算額（円） 備　　　　考

会 議 費 5,000 　用紙代・通信費等

消 耗 品 費 60,000 　事務用品・用紙代等

通 信 費 70,000 　切手・はがき等

旅 費 10,000 　各種研修会参加費等

会 費 5,660 　青少年育成広島県民会議年会費

設 備 修 理 費 20,000 　備品購入・修理費等

小 計 170,660

総 会 20,000 　資料用紙代等

青少年育成府中町民会議表彰 35,000 　記念品・賞状代・通信費等

こども 110番 の家 130,000 　用紙代・通信費・スタンプラリー・プレート交換等

研 修 会 270,000 　講師料・通信費等

評 議 員 会 6,000 　通信費等

小 計 461,000
あ い さ つ 運 動
見 守 り 活 動 20,000 　通信費等

町内巡視（祭り巡視） 50,000 　通信費・電池等

子 ど も 夏 祭 り 150,000 　材料費・通信費等

子 ど も フ ェ ス タ 150,000 　材料費・通信費等

家 庭 の 日 作 文 集 450,000 　募集経費・作文集カラー印刷代・入選者記念品等

子 ど も 会 実 態 調 査 10,000 　通信費等

会 議 費 5,000 　用紙代・通信費等

小 計 835,000

129,848

1,596,508

事
業
部
会

予　備　費

合　　計

合　 計

支出の部

項 　　目

　
　
事
　
務
　
局
　
費

事
　
　
　
　
業
　
　
　
　
費

総
務
部
会

収入の部

項　  目

繰　越　金

補　助　金

雑　　　入
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（令和８年６月７日現在） 

顧 問 ・ 参 与 

 

顧 問 

寺 尾 光 司  （府中町長） 

  新 田 憲 章  （府中町教育委員会教育長） 

  竹 中 鉱一郎  （府中町商工会会長） 

  二  宮 久    （マツダ株式会社コーポレート業務本部総務部部長） 

 

 

参 与 

繁 政 秀 子  （府中町婦人会会長） 

篠 永 君 代  （府中町女性会会長） 

門 前 俊 幸  （府中町スポーツ協会会長） 

花  井 恵  美  （府中町立小学校長代表）・・・府中東小学校長 

相  星 美智子  （府中町立中学校長代表）・・・府中緑ヶ丘中学校長 

大 道 伸 幸  （広島県立安芸府中高等学校長） 

増  田 康  洋  （府中町福祉保健部長） 
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役    員 

会 長    奥    金 実 

副会長    門 前  俊 幸（南部町内会連合会長） 

 〃     宍 戸  篤  （北部町内会連合会長） 

    〃     梶 川  幸 男（総務部会長） 

    〃     宮 尾  雅 彦（事業部会長） 

   理 事    山 本  登 一（総務部会副部会長） 

    〃     上 原  貢  （総務部会副部会長） 

    〃     小 濱  樹 子（事業部会副部会長） 

〃     宮 本  彰  （事業部会副部会長） 

〃     上之園  公 子（総務部会） 

  〃     重 津  珠 実（事業部会） 

    〃     北 倉  純 子（事業部会） 

    〃     山 崎  要 子（事業部会） 

    〃     杉 本  聡 平（事業部会） 

    〃     中 本  浩 司（事業部会） 

〃     小 島  日向子（事業部会） 

   監 事    河 辺  多美子 

 〃     教 蓮  弘 志 
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（令和８年６月７日現在） 

評 議 員 

団 体 名 役職 氏 名 団 体 名 役職 氏 名 

府中町北部町内会連合会 樽谷 光雄 府中町北部民生委員児童委員協議会 児童福祉部会長 江原 四郎 

〃 三巻 世紀 府中町中部民生委員児童委員協議会 副会長 古田 幸子 

〃 久保 芳彦 府中町南部民生委員児童委員協議会 会長 山本 みづほ 

〃 下野 彰則 府中町スポーツ協会 理事 信広 秀樹 

府中町南部町内会連合会 藤友 賢憲 府中町身体障害者福祉協会 会長 垣原 隆博 

〃 髙橋 祥子 府中町保護司会 会長 梶川 三樹夫 

〃 林 美恵子 府中町老人クラブ連合会 会長 山本 五男 

府中町婦人会 会長 繁政 秀子 府中公民館 館長 屋敷 学 

府中町女性会 会長 篠永 君代 府中南公民館 館長 森本 雅生 

府中小学校 校長 青木 真智子 府中小学校 PTA 会長 寺西 和人 

府中南小学校 校長 有﨑 美紀 府中南小学校 PTA 会長 花野 芙美子 

府中中央小学校 校長 猪原 一郎 府中中央小学校 PTA 会長 羽山 崇 

府中東小学校 校長 花井 恵美 府中東小学校 PTA 会長 花田 能人 

府中北小学校 校長 宮里 洋司 府中北小学校 PTA 会長 慶德 由美  

府中中学校 校長 東 秀樹 府中中学校 PTA 会長 新谷 浩之 

府中緑ケ丘中学校 校長 相星 美智子 府中緑ケ丘中学校 PTA 会長 森山 早苗 

広島県立安芸府中高等学校 校長 大道 伸幸 広島県立安芸府中高等学校 PTA 会長 宮 征恵 
※各団体の総会や人事異動などにより評議員が変更となる場合がございますのでご了承ください。 
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青少年育成府中町民会議規約 
（名 称） 

第１条 この会議は、青少年育成府中町民会議（以下「会議」という。）という。 

（事務局） 

第２条 この会議の事務を処理するために府中町教育委員会社会教育課内に事務局を置く。 

 ２ 事務局に、事務局長その他の職員を置き、それらの職員は会長が任命する。 

（目 的） 

第３条 この会議は、青少年問題のもつ重要性にかんがみ、広く町民の総意を結集し、 

次代の日本を担う青少年の健全な育成を図ることを目的とする。 

（事 業） 

第４条 この会議は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１） 青少年の家庭教育と福祉の推進 

（２） 青少年の情操・体育・文化活動の推進 

（３） 青少年団体活動の推進 

（４） 健全な家庭づくりの推進 

（５） 環境浄化活動の推進 

（６） 青少年の非行防止の推進 

（７） 青少年の交通安全対策の推進 

（８） その他、この会議の目的を達成するために必要な事業 

（構 成） 

第５条 この会議は、府中町民全員をもって構成する。 

（組 織） 

第６条 この会議は、町内会・関係団体・関係機関から推薦された委員及びこの会議の趣旨に賛同す

る者（以下「委員」という。）をもって組織する。 

（役 員） 

第７条 この会議につぎの役員を置く。 

（１）会長    1 名 

（２）副会長   4 名 

（３）理事    10 名以上 20 名以内とする。 

（４）評議員   30 名以上 40 名以内とする。 

（５）監事    2 名 

（役員の選出） 

第８条 この会議の会長は、前期理事会より推薦し総会の承認を得て選任する。他の役員は総会の承

認を得て会長が任命する。 

２ 副会長は南北町内会連合会会長、各部会長をもってあてる。 

 ３ 理事は会長・副会長、各部会の副部会長及び学識経験者をもってあてる。 

 ４ 評議員は南北町内会連合会・関係団体・関係機関より推薦された者及び学識経験者をもってあて

る。 

（役員の職務） 

第９条 会長は、この会議を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときは、その職務を代行する。 

３ 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。 

４ 評議員は、評議員会に参加して必要な事項について審議する。 

５ 監事は、経理を監査し、その結果を総会に報告する。 
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（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。 

２ 役員は任期が満了した後も、後任者が就任するまでは、その職務を行う。 

３ 会長・副会長・監事が欠けた場合は、理事会においてその後任者を選任する。 

４ 後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（顧問及び参与） 

第１１条 この会議に顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、理事会の承認を得て会長が委嘱する｡ 

３ 顧問及び参与は、会務について会長の諮問に応ずる。 

４ 顧問及び参与は、総会に出席して意見を述べることができる。 

（会議） 

第１２条 会議は、総会・評議員会・理事会及び部会とする。 

（総 会） 

第１３条 総会は、この会議の最高の議決機関であって、役員と全委員をもって構成する。 

２ 総会は、会長が招集し、次の事項を議決する。 

（１）事業計画及び予算 

（２）事業報告及び決算 

（３）規約の改廃 

（４）その他、会長が必要と認めた事項 

（評議員会） 

第１４条 評議員会は、次回総会までの間における総会に代わる議決機関であって、会長・副会長及

び評議員をもって構成する。 

（理事会） 

第１５条 理事会は、この会議の執行機関であって、会長・副会長・各部会の副部会長及び学識経験

者をもって構成する。 

２ 理事会は、会長が招集し、議事は会長が主宰する。 

３ 理事会においては、つぎの事項を協議する。 

（１）総会に提案する事項 

（２）会務遂行に関する重要な事項 

（３）総会から委任を受けた事項 

（４）その他、会長が必要と認めた事項 

（部 会） 

第１６条 この会議に、総務部会・事業部会を置く。 

２ 委員はいずれかの部会に所属する。ただし、総務部会は参加を希望する町内会長又は町内会長が

推薦する者をもってこれにあてる。 

３ 各部会の分掌は次のとおりとする。 

（１） 総務部会 

 ア この会議の活動方針、事業計画等の調整に関すること。 

 イ この会議の組織体制の整備推進に関すること。 

 ウ 委員の研修に関すること。 

（２） 事業部会 

 ア 青少年の健全育成事業に関すること。 

４ 部会は、部会長・副部会長及び委員をもって構成し、必要に応じて開催する。 

５ 部会長が招集し、議長となる。 

６ 部会においては次の事項を審議する。 
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（１） 部会の事業計画及び予算 

（２） 部会務遂行に関する重要な事項 

（３） その他、部会長が必要と認めた事項 

７ それぞれの部会に、部会長 1 名・副部会長 2 名を置き、委員のうちから選出する。 

８ 部会長は、その部会を代表してその運営にあたる。 

９ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長が支障あるときは、その職務を代行する。 

 

（定足数） 

第１７条 会議は該当委員数の 2分の 1以上の出席者がなければ会議を開き議決することはできない。

ただし、あらかじめ、意思を表示した者は出席したものとみなす。 

（表 決） 

第１８条 会議における議事は、出席者の過半数をもってこれを可決する。ただし、可否同数の場合

は、議長の決するところによる。 

 （経 費） 

第１９条 この会議に要する経費は、補助金・寄付金・その他の収入をもってあてる。 

 

（会計年度） 

第２０条 この会議の会計年度は、4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。 

（雑 則） 

第２１条 この規約に定めるもののほか、この会議の運営について必要な事項は、評議員会で定める。 

  

 

 

 附 則  この規約は昭和 57 年 8 月 29 日から施行する。 

  附 則  この規約は昭和 59 年 5 月 29 日から施行する。 

  附 則  この規約は昭和 62 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則  この規約は昭和 63 年 6 月 11 日から施行する。 

  附 則  この規約は平成 7 年 6 月 10 日から施行する。 

  附 則  この規約は平成 14 年 5 月 25 日から施行する。 

  附 則  この規約は平成 15 年 5 月 31 日から施行する。 

  附 則  この規約は平成 18 年 5 月 20 日から施行する。 

  附 則  この規約は平成 21 年 5 月 30 日から施行する。 

  附 則  この規約は平成 23 年 5 月 28 日から施行する。 

  附 則  この規約は平成 24 年 5 月 19 日から施行する。 

 附 則  この規約は平成 28 年 5 月 7 日から施行する。 

 附 則  この規約は令和 7 年 6 月 8 日から施行する。 
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青少年が健やかに成長し、自主性と創造性に富んだ人間性豊かに成長することを願って、

昭和57年8月に結成されました。

以来、この実現をめざし「地域ぐるみ」で青少年の健全育成に取り組んでいます。

顧問

参与

　　事業部会委員について

町内会長、　関係団体・関係機関の代表者の方に、

次年度の事業部会委員推薦依頼の文書を

年度末に送付し、ご協力いただける方の推薦を

お願いしております。関係機関

個人

全　町　民

　青少年の健やかな成長を願っています。

事務局

総務部会 事業部会

町内会長
町内会

関係団体

青少年育成府中町民会議組織図

総会

監事 理事会

評議員会
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目的　  ・地域の子ども達を見守り育てる。

 ・地域の大人達のコミュニケーションを図る。

実施日

令和8年　 4月17日 （金） 5月18日 （月）

6月17日 （水） 7月17日 （金）

9月17日 （木） 10月19日 （月）

11月17日 （火）　 12月17日 （木）　　※８月は休みます

令和9年 1月18日 （月） 2月17日 （水）

3月17日 （水）

4月19日 （月） 5月17日 （月）

令和８年度　「さわやかあいさつ運動」

 

青少年育成府中町民会議と各種団体の関係 


